
鰯
千地裁総第524号

平成29年4月28日

山中理司様

千葉地方裁判所長柴田寛

司法行政文書の開示についての通知書

平成29年3月31日付け（同年4月3日受付）で申出のありました司法行政文

書の開示について，下記のとおり情報を提供することとしましたので通知します。

記

1 提供する司法行政文書の情報

「千葉地方裁判所及び管内簡易裁判所の平成29年度における裁判官の配置，

裁判事務の分配及び代理順序，開廷日割並びに司法行政事務の代理順序の定め」

の別表第1及び別表第2 （4月1日現在のもの） （片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の情報には，個人識別情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情

報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が

記載されている部分を開示しないこととした。

3提供の実施方法

写しの送付

(担当）総務課上野電話043 (333) 5237
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(別表第1） ！

平成29年度千葉地方裁判所民事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等
I

1

’ ’
合議事例

陛訴事糾

医療事敵

償控訴事
三・筆

金

臨鴫

合謬

3分の18内

本
全璽《自防

蚕件

田博
田能

彌千絵
密祐

I
久

久 号4ケザ0

部 裁判官の配瞳 裁判事務の分配及び割合 担当裁判官 開廷日等

民

事
第
部

判事（総）
小濱浩庸

判事

青木裕史

判事

鈴木千恵子

判事補
佐々木惟子

(法定合議事件）

(1)控訴事件
②労働に関する控訴事件(労働災
害に関する控訴事件を除く。 ）

(3)抗告事件（民事保全事件及び
民事執行事件に係る抗告事件
を除く。 ）

(4)除斥事件及び忌避事件

(法定合議事件を除くその余の事件）

(5)第一審訴訟事件（(6)から、ま
での事件を除くその余の訴訟
事件）

(6)交通事故に関する損害賠償事
件及び自動車事故責任保険金
事件

(7)手形・小切手に関する事件
(8)国家賠償事件
(9)知的財産権及び不正競争防止
法に関する事件

．⑩大気汚染，水質汚濁，騒音振
動及び通風・日照阻害等の公
害
物

，
、

薬品及び食品等の製造
航空機又は船舶に関する

損害賠償又は差止めに関する
事件

伽民事調停事件（特定調停事件
及び借地非訟付調停事件を除
く。 ）

⑫共通義務確認訴訟事件
側人身保護事件
卿訴えの提起前における証拠収
集処分事件

側証拠保全事件

側共助事件
伽労働に関する事件（労働災害
に関する事件を除く。 ）

側労働審判事件
側労働仮処分事件

56分の10

全部

4分の1

4分の1

177分の50

０
０
５
５
の
の
分
分
７
７

７
７

１
１

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

全 部

全 部

合議事件

小濱

青木

鈴木

佐々木

単独事件

小濱

青木

鈴木

庸
史
子
子
庸
史
子

恵
恵

浩
裕
千
惟
浩
裕
千

水

金

木
金

●
●
月
火



I

事 （法定合議事件を除くその余の事件）

判事

｜好壼局誕州州童・貝阿彌千絵子
各177分の40

第

判事補 （8） 単独事件

｝蕾局琶卿棚""" 絵§
末廣祐輔 （9）

側

伽

側
側

⑭訴えの提起前における証拠収
集処分事件部． 4分の1

鯛証拠保全事件 4分の1
眼共助事件 4分の1
伽医療事故を理由とする損害賠
償事件 全 部

木
水
・
水
火

’
ﾛ

ﾛ

(法定合議事件）

(1)控訴事件
(2)行政処分の効力等を争点とす
る私法上の法律関係に関する
控訴事件

(3)労働災害に関する控訴事件

圏]-竈-部の(3)及州と同
(法定合議事件を除くその余の事件）

|:|主蕾局琶卿｡州．
（9）

蕾局…

⑩
伽
⑫
側
M

鯛訴えの提起前における証拠収
集処分事件

鯛証拠保全事件
伽共助事件
側行政事件（行政処分の効力等
を争点とする私法上の法律関
係に関する事件を含む｡. ）

側労働災害に関する事件
剛独占禁止法に基づく事件（同
事件を本案とする保全事件を
含む。 ）

判事（総）

阪本 勝
合議事件．

阪本 勝
野中伸子

平井直也

清水由香

小橋陽一郎

火・金

56分の18

民

判事

野中伸子
全部

全部

事 各4分の1

判事

平井直也

、

口第

判事補（特）

清水由香

各177分の37

単独事件

阪本

野中伸

平井直 木

水
木
・月

勝
子
也

三

判事補

小橋陽一郎

襲禰

橋

各4分の1

部

【民間企業研修】
判事補（特）
高橋鮎美

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

全
全
部
部

(1)民事保全事件（異議，取消事
件及び旧法事件を含む。ただ
し，独占禁止法に基づく事件
を本案とする保全事件及び労
働仮処分事件を除くも ）

(2)配偶者暴力等に関する保護命
令事件．

(3)民事執行事件（旧法事件及び

判事（総）

蓮井俊治
(1)～⑰
全 ・部合議事件

蓮井俊治
石原直弥

貝阿彌千絵子

瀧川和歌子

長尾 崇

清水由香

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

ｌ

時随

民

判事

石原．直弥

事

｡ 一



Ｉ

ｑ

１

１

ト

１

申

１

１

｜同競売法に

及びこれに

4)動産競売儲
R}財窪開示麹

旧)民事保全事件及び民事執行事
件に係る抗告事件並びにこれ
らに付随する雑事件

'7)破産事件，民事再生事件，会
社更生事件，特別清算事件及
び企業担保権実行事件

'8)承認援助事件
(9)民事非訟事件及び商事非訟事
件（公示催告，過料を含む｡）
剛借地非訟事件(借地非訟付調
停事件を含む。 ）

、特定調停事件
⑫仮登記仮処分事件
il罹災都市借地借家臨時処理事
件

剛船舶所有者等責任制限事件

脚油濁損害賠償責任制限事件
、簡易確定事件

1
1

給
鰍

皇
炉
ｒ
，
佃

ｈ
ｌ

11甲裁関係事件

Iその他の民事雑事件（訓
提起前における証拠収集
事件，証拠保全事件及ひ
毒低奏際ぐ 1

ｆ
１
ｄ
Ｔ
９
０
■
ｌ
Ｉ
９
ｊ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｌ
‘
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｆ
↓
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
‐
ｉ
ｆ
‐
６
Ｉ
ｌ
４
ｌ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
，
Ｉ
Ⅱ
可

１
１
１

’
1

民
事
第
五
部

判事（総）
高瀬順久

判事
本間陽子

判事
菅野昌彦

判事補

吉元祥太郎

(法定合議事件）

(1)控訴事件

、
■

(2)建築請負及び工事請負に関す

１
１
旧
陞

る控訴事件（請求原因又は抗
弁で暇疵の主張のある事件に
限る。 ）

丑
1

第一部の(3)及び(4)と同
じ

(法定合議事件を除くその余の事件）

ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
１
３
３

侶
佑
ｒ
侶
伯
’
０
０
０ ｝

第一部の(5)から(7)まで
と同じ

第一部の(8)から卿まで
と同じ

卿訴えの提起前における証拠収
集処分事件

胴証拠保全事件
㈱共助事件

伽建築請負及び工事請負に関す
る事件（請求原因又は抗弁で
暇疵の主張のある事件に限
る。 ）

56分の10

全部

各4分の1

各177分の50

各4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

順久

陽子

昌彦

祥太郎

順久

陽子

昌彦

合議事件

高瀬
本間

管野

吉元

単独事件

高瀬
本間｛

管野

木

月・金

(臨時）

水

火・金

火・金



I

(別表第2）
ー

、

平成2.9年度千葉地方裁判所刑事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等

’
台
怯
の
裁
刑
ｑ

八
万
の

謡1午の9分の2

62条の付審判請求毒

’
勢1午の9分の2

事訴訟法第429条の準抗告事ド

織的犯罪処罰法第52条第2項‘
立事件

薬特例法第19条第4項及び第：
3項により組織的犯罪処罰法第（
2項の例によるとされた不服申亙

4 灰@

序
閑
穿
偉

仮
条
冬

戒同調巴非匁蟷Ij砥弟O乙宋弟l唄の稲

臘事件

震特例法第23条により組織的犯罫
去第62条第1項の例によるとさ餉
蟹請求事件

訓員の参加する刑事裁判に関する牲
3条第1項に基づく除外決定請求零
同法第35条第1項，第42条簾
又は第94条第1項に基づく異議印
牛及び同法第41条第2項又は同湛
3条第2項に基づく裁判員等解任認
鐙〃圭

I

學補（蝦
曲自

｜

’
種
謝
饒
仲
正

」
翠
事
１

’

時
劇
事件及び忌避事件の9分の2

おいて合議体で審判をする旨α
事件

他法令により合議体で処理すべ
分の2

規察法第72条第1項の不服申
同法第73条第1項の異議申立
のワ

α
９
毎
沈
む
牟

七
の
医
及
ｑ

件
件
の I

金
金
金
金
金

麺
燃
剛
蠅
吸
輌

ｊ
グ
■
卓
囲

目
肉

’

の各9分の2
只冬篭1項の庄

I

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及ぴ割合 担当裁判官 開廷日等



ー

I

’

第25条(3)により同条(1)本文の例によ （裁判官の合議

るとされた事件 体で行う審理を
執行猶予取消請求事件 除く｡）

起訴前の証拠調事件・証拠保全事件 高木順子

共助事件（組織的犯罪処罰法第6章及吉井隆平
ぴ麻薬特例法第6章の国際共助事件を除 佐藤 傑
く。 ） 賀嶋 敦
刑事訴訟法第430条の準抗告事件
刑事訴訟法第187条の2の不起訴被
疑者の訴訟費用請求事件

検察審査会の起訴議決に係る事件につ
いて公訴の提起及びその維持に当たる弁
謹士の指定に関する事件

その他裁判官の権限により処理すべき
事件（第1，第2並びに上詞1汲酬2)に
掲げたものを除く。 ）

(2)

(3)

(4)

(5)
随時

随時

随時

随時
’(6)

(7)
I

(8)

i
0

<9）

〃

判事（総）
金子武

１
２
３

第
第
第

合議事件
金子武志

松本圭史

大野 洋

林 寛子
岡部絵理子

西 愛礼

本田真理子

月～金

}第一部の第'から第…と同．
士
J吟

、

刑

判事

松本圭史
ｊ
ｌ
ｌ
０
ｌ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
ｆ
ｔ
ｌ
１
‐
『
’
’
’
１
‐
ｒ
０
ｌ
Ｉ
１
４
ｌ
０
‐
．
‐
，
ｌ
Ｉ
ｌ
４
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
‐
ト
ー
ｌ
卜
‐
１
１
１
１

事

判事
大野． 洋 単独事件

金子武志

松本圭史

大野 洋

林 寛子

岡部絵理子

金
金
金
金
金

へ
ヘ
ー
へ
一

月
月
月
月
月

第

判事

林 寛子

二

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
（裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

判事

岡部絵理子

ｉ
ｌ

』

部

判事補

西 愛礼

金子武志

松本圭史

大野 洋

林 寛子

随時

随時
随時

随時

ｌ

１

Ｉ

ｉ

１

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

9
』

判事補

本田真理子

判事（総）

雲}第一部･第』から第｡叢で胴‘吉村典晃
合議事件

吉村典晃

岡田健彦

高橋正幸

小西安世
澤 大地

清水拓二

月～金

刑

ｌ
ｌ
１
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

判事

岡田 健彦

事

判事



｜

I

高橋正幸 単独事件

吉村

岡田

高橋
小西

９ｂ

典
健
正
安

金
金
金
金

一
一
へ
一

月
月
月
月

晃
彦
幸
世

第

判事

小西安世

三
’

判事補

澤 大地
医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
（裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

吉村典晃
岡田健彦

高橋正幸

’
部

判事補
清水拓二

随時

随時

随時
随時

判事（総） 第1 合議事件及びこれに準じて分配する事件合議事件
藤井俊郎 1 法定合議事件（2の事件を除く。 ）の9藤井俊郎

分の1 伊藤大介

刑 2裁判員裁判対象事件の9分の1 前澤利明
判事 3 刑事訴訟法第262条の付審判請求事件園 、 俊次郎
伊藤大介 の9分の1

4 次の事件の9分の1

事 （1

1第口部蝋州州伽…
判事補（特） （2

前澤利明 （3

（4
第 （5

判事補 （6

園 俊次郎 5 除斥事件及び忌避事件の9分の1
6 部において合議体で審判をする旨の決定

四 をした事件

7 その他法令により合議体で処理すべき事
件の9分の1

8 医療観察法第72条第1項の不服申立事
部 件及び同法第73条第1項の異議申立事件

の9分の1

～金月

０

も

’

’

１

１

，

１

１

１

，

ｂ

ｉ

ｉ

Ｉ

ｌ

ｉ

ｌ

１

１

Ｉ

４

Ｉ

６

Ｉ

９

Ｉ

ｌ

‐

Ｉ

Ｉ

９

Ｕ

１

ｒ

ｌ

Ｉ

ｔ

Ⅱ

ｌ

１

ｌ

４

ｌ

４

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

０

ｆ

ｊ

１

Ｉ

Ｄ

８

’単独事件及びこれに準じて分配する事件
公安労働関係単独事件の29分の6

即決裁判手続事件の9分の1
1及び2以外の単独事件の29分の6
その他判事の権限により処理すべき事件
(第1及び第3に掲げたものを除く。 ）の
29分の6

２
１
２
３
４

第 単独事件
藤井俊

伊藤大
前澤利

金
金
金

一
へ
一

月
月
月

郎
介
明

’
第3 その他の事件
次の事件ごとにその各9分の1

（1）

｜
（2）

（3）

（4）

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
（裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡） ．

ｌ
４
ｌ
９
ｌ
ｌ
ｌ
‐
■
‐
１
１
０
０
１
Ⅱ
０
’
０
１
１
１
‐
Ｏ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｆ
Ｉ
Ⅱ
Ｈ
Ｕ
Ｉ
Ｉ
１
ｑ
ｌ
Ｉ
ｊ
１
‐
０
ト
ー
５
７
０
１
０
■
Ｉ
■
Ⅱ
Ｂ
■
９
１
０
１
ｌ
ｆ
ｆ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
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刑
事
第
五
部

判事（総）
市川太志

判事

高橋康明

判事

本間明日香

判事

長尾洋子

判事補

米 満祥人

判事補

長谷川 英

第1 第一部の第1と同じ

第2 単独事件及びこれに準じて分配する事件
1 公安労働関係単独事件の29分の2
2 第一部の第2の2と同じ

3 1及び2以外の単独事件の29分の2
4 その他判事の権限により処理すべき事件
(第ユ及び第3に掲げたものを除く。 ）の
29分の2

第3 第一部の第3と同じ

太志

康明

明日香

洋子

満祥人

英

太志
康明

明日香
洋子

合議事件

市川

高橋

本間

長尾

米

長谷川

単独事件
市川

高橋

本間
長尾

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

市川太志

高橋康明

本．間明日香

長尾洋子

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

随時

随時
随時

随時


